
十
七
世
紀
後
竿
J
十
九
世
紀
前
竿

北
イ
ン
ド
に
お
け
る
都
城
と
市
場
町

(
村
)

の
形
成

佐

藤

正

哲

は

じ

め

に

I

都

城

の

形

成

E

市
場
町
(
村
)
の
形
成

む

す

び
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t主

じ

め

筆
者
が
最
近
護
表
し
た
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
牢
の
ラ

l
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
地
方
の
コ

l
タ
1
王
園
の
都
城
(
都
市
〉
に
関
す
る
二

本
の
小
論
文
は
、
本
稿
な
ら
び
に
今
後
に
展
開
を
議
定
し
て
い
る
筆
者
の
一
連
の
イ
ン
ド
の
「
都
市
」
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
一

つ
は
、
同
じ
「
カ
ス
パ

l
」
(
古
谷
る
と
い
う
名
稽
で
呼
ば
れ
る
「
都
城
」
で
も
、
そ
の
建
設
目
的
や
機
能
に
お
い
て
多
様
な
内
容
を
も
っ
て

(

1

)
 

「
都
城
」
研
究
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
か
ね
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
同
園
ウ
ル
マ

l
ル
郡
の
パ

l
タ
ン

い
た
こ
と
を
素
描
し
、
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確
か
に
、
都
城
ジ
ャ

l
ル
ラ
1
パ

l
タ
ン
の
建
設
は
、

ジ
ャ

l
ル
ラ

l
パ
l
タ
ン

Q
Z
E宮
窓
口
〉
村
へ
と
名
稽
の
出
演
更
を
経
て
、
十
九
世
紀
初
め
に
都
城
ジ
ャ

l
ル
ラ

I
パ
l
タ
ン

(

2

)

 

そ
の
村
域

(
n
z
r
)
の
襲
化
を
中
心
に
百
数
十
年
に
わ
た
っ
て
考
察
し
た
。

園
家
に
よ
っ
て
ー
と
り
わ
け
宰
相
ザ

l
リ
ム
・
ス
イ
ン
グ

(
N
と

5
ω
M
a
r
・ロ
S
J

百
三
回
口
)
村
が
、

の
成
立
へ
と
護
展
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
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混同
ω
)

の
政
治
的
意
固
と
政
治
的
経
済
的
目
的
と
に
よ
っ
て

人
角
的
に
「
早
産
」
さ
れ
た
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
十

八
世
紀
後
宇
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
こ
の
地
域
の
史
料
は
、
嘗
時
数
多
く
の
新
し
い
都
城
や
語
尾
に
ぜ
自
]
ベ
市
場
〉
を
も
っ
市
場
町

し
た
が
っ
て
、
都
城
ジ
ャ

1
ル
ラ
l
パ

I
タ
ン
建
設
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
多

(
村
)
の
出
現
と
そ
の
形
成
と
い
う
事
買
を
示
し
て
い
る
。

数
の
新
し
い
都
城
や
市
場
町
(
村
)
の
出
現
な
ら
び
に
形
成
と
い
う
贋
い
裾
野
が
あ
り
、

こ
れ
を
さ
さ
え
た
嘗
時
の
経
済
社
舎
の
瑳
展
が
あ
っ

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
の
関
係
、

本
稿
は
こ
の
時
代
に
出
現
し
て
く
る
多
数
の
都
城
や
市
場
町
(
村
)
の
な
か
か
ら
若
干
の
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
形
成
過
程
を
近
鄭
の
村

都
城
と
市
場
町
(
村
〉
と
の
閥
係
な
ら
び
に
後
者
の
建
設
者
な
ど
に
検
討
を
く
わ
え
つ
つ
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、

こ
う
し
た
都
城
や
市
場
町
(
村
〉
の
形
成
過
程
の
な
か
で
、

そ
の
内
部
構
造
と
そ
の
襲
化
、
と
り
わ
け
こ
れ
を
構
成
す
る
諸
祉
舎
集
園
の
内
部

〈

3
)

さ
ら
に
は
こ
れ
に
政
治
権
力
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
と
い
っ
た
問
題
を
追
求
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重

- 58ー

構
造
や
各
社
曾
集
圏
の
相
互
関
係
、

要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ス
ペ
ー
ス
の
制
限
も
あ
り
、
次
の
研
究
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
北
部
の
ビ
ー
カ
ー
ネ

I
ル
市
に
あ
る
州
立
文
書
館
(
月
間
〕
回
目
子
自

ω
S
Z
〉『

n
E耳目
w

回
E
Rる
が
所
蔵
し
て
い
る
奮
藩
王
諸
園
と
英
領
ア
ジ
メ
l
ル
の
古
文
書
の
う
ち
、
奮
コ
l
タ
l
王
園
と
蓄
ジ
ャ
l
ラ
l
ワ
ル
王
園
の
主
と
し

〈

4
)

て
徴
税
関
係
の
文
書
で
、
い
ず
れ
も
ラ
l
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
語
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、

(

5

)

 

サ
ス
・
ア
ト
ラ
ス
」
が
利
用
さ
れ
る
。

筆
者
の
利
用
す
る
史
料
は

一
九
六
一
年
お
よ
び

一
九
七
一
年
の
「
セ
ン

I 

都

城

の

形

成

コ
l
タ

1
王
園
の
地
方
行
政
は
、

「
所
領
安
堵
」
を
認
め
ら
れ
て
い
た
他
の
王
閣
と
同
様
に
、

ム
ガ
ル
一
帝
園
の
郡
〈
宮
吋

mg品
、
郷
(
円
昌
司
P

時
に
は
こ
の
行
政
直
劃
に
若
干
の
手
直
し
を
お
こ
な
い
、

行
政
、

主
園
濁
白
の
名
穏
を
も
っ
た
新
し
い
郡
郷
の
編
成
や
村
落
の
異
動
な
ど
を
お
こ
な
っ

王
園
の
防
衛
、

徴
税
な
ど
の
必
要
性
か
ら

正
白
〉
、
村
(
ヨ

2
8〉
と
い
っ
た
行
政
匝
劃
を
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
た
が
、



て
い
た
。
十
八
世
紀
に
入
り
、

一
一
帝
園
の
渡
落
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
こ
の
地
方
の
諸
王
聞
は
こ
れ
ま
で
陰
に
陽
に
準
め
て
き
た
「
所
領
」

周
遁
の
帝
園
領
の
所
領
化
を
公
然
と
推
し
進
め
、
新
た
に
編
入
し
た
地
域
を
ふ
く
め
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
匝
劃
を
大
き
く
再
編
し
て
ゆ
く
こ
と

コ
l
タ

1
王
園
で
は
そ
の
南
半
分
を
占
め
る
ほ
ど
の
大
き
な
バ
ル
サ
l
ナ
l
郡
は
、
そ
の
所
領
化
の
産
物
で
あ
り
、
行
政
直
劃
の

再
編
が
何
度
か
お
こ
な
わ
れ
た
代
表
的
地
域
で
あ
る
。

V
』

P
ム
つ
・
-
0

・f
サ
J

今
t

郡

の

行

政

府

が

存

在

す

る

郡

都

は

、

郡

都

が

城

塞

(mRご
に
お
か
れ
て

い
る
郡
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
例
え
ば
「
都
城
マ
ド
カ
ル
城
」

6
8
E
豆
包
王
国
同
m
R
3
と
い
う
よ
う
に
、
都
城
は
そ
の
城
塞
名
を
つ
け
て

所
属
す
る
村
数
が
多
い
コ
l
タ

I
(
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
〈
Z
S仏
岡
田

O
ロ
〉
〉
郡
や
バ
ル
サ
l
ナ

1
9曲
同
国
同
口
同
〉
郡
な
ど
は
、

一
般
に
城
壁
で
圏
ま
れ
た
町
で
あ
る
都
城
に
お
か
れ
て
い
た
が
、

呼
ば
れ
て
い
た
。

郡
と
村

と
の
あ
い
だ
に
郷
と
い
う
行
政
匝
劃
を
も
ち
、
一
つ
の
郷
に
三
十

1
六
十
箇
村
が
所
属
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
複
数
の
郷
を
も
っ
郡
の
場
合
に

は
、
郡
都
が
そ
の
管
轄
匝
域
の
な
か
に
あ
る
郷
の
行
政
府
は
郡
都
と
同
じ
都
城
に
お
か
れ
て
い
た
が
、
他
の
郷
の
行
政
府
は
都
城
に
お
か
れ
る

ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
(
コ
l
タ
l
)
郡
の
嘗
時
の
五
郷
の
う
ち
、

ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
郷
の
行
政
府
は
郡
都
で
も
あ
る
都
城
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
に
お
か
れ

ア
ラ
ン
ド
ケ
l
ラ
l
(
〉
H
S
ι
r
r
Rる
や

ケ

l
ト

l
ン
(
関
a
r
oロ
〉
、
カ
ン
ワ
l
ス
ー〈穴

g-dq曲。、

- 59ー

も
の
も
あ
れ
ば
、
大
き
な
村
に
お
か
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。

後
に
論
じ
る
デ
ィ

l
ゴ

I
ド

(gmzδ
の
四
郷
の
行
政
府
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
郷
と
同
名
の
大
き
な
村
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
村
は
、
後
に
見
る
よ
う
に

S
・
一
八

一
O

(

h
p
・
ロ
ロ
包
)
年
代
に
都
城
と
な
っ
て
い
る
。

て
い
た
が
、

s
・
一
七
七

0
1
一
七
八

O
(〉
・
ロ
・
ロ

5
1ミ
Nω
〉
年
代
に
そ
の
郷
の
行
政
府
が
郷
と
同
名

の
大
き
な
村
に
お
か
れ
て
い
た
の
は
ハ
リ
l
ガ
ル
(
国
R
一
岡
田

H
3、
ク
l
ン
デ
ィ
l
〈
関
口
包
。
、
カ

I
ク
ル
ニ
l
(
関
共
同
区
〉
の
三
都
で
、
そ
の

(
6
)
 

他
は
す
べ
て
都
城
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
ハ
リ
l
ガ
ル
村
は

S
・
一
七
八
一
〈
〉
・
0
・
見
区
)
年
ま
で
に
、
ク

I
ン
デ
ィ
l
村
は

S
・一

〈

7
〉

(
8〉

八
一一

(〉・ロ・

5
E
)
年
ま
で
に
、
ヵ
l
ク
ル
ニ
l
村
は

S
・一

八
二
四
(
〉
・
ロ
ミ
ミ
)
年
ま
で
に
、
い
ず
れ
も
都
城
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
な
か
に
は
郡
郷
の
再
編
成
の
遁
程
で
、
村
か
ら
都
城
に
成
長
し
て
新
し
い
郷
の
行
政
府
と
な
っ
た
都
城
パ
ン
ワ
l
ル
(
司
自
宅
R
)
が

ハ
ル
サ
l
ナ
J
郡
の
二

O
徐
り
の
郷
の
う
ち
、
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S
-
一
七
九
八
(
〉
・
ロ
ロ
企
)
年
ま
で
に
は
そ
れ
ま
で
所
属
し
て
い
た
デ
l
イ
ケ

I
ラ
l

(
り
2
5
R
m〉
郷
の
都
城
デ
l
イ
ケ
l
ラ
l

(

9

)

 

を
ふ
く
む
一
部
の
村
を
そ
の
管
轄
下
に
く
み
い
れ
て
い
る
。

S
-
一
七
八
三
(
〉
り
・
ロ
M
m
〉
年
に
ニ
箇
村
か
ら
土
地
を
え
て
形
成
さ
れ
た
都

あ
り
、

S
-
一
七
九
八
年
に
は
デ
ラ
ン
プ
ル
郡
の
郡
都
と
し
て
、

〈

m)

(
切

5
2官
)
郡
の
大
牢
の
村
を
同
名
の
都
城
と
と
も
に
、
そ
の
管
轄
下
に
お
い
て
い
る
。
ス
イ
ン
グ
(
声
H
Y
包
括
ご
氏
は
、

城
デ
ラ
ン
プ
ル
(
り
己

g
宮
町
)
は
、

そ
れ
ま
で
所
属
し
て
い
た
ビ
ナ
1
イ
ガ
l

ム
ガ
ル
時
代
の
都

城
の
数
を
都
城
を
郡
都
で
あ
る
と
想
定
し
て
一
帝
園
の
郡
の
数
か
ら
一
帝
国
全
瞳
の
都
城
の
数
を
わ
り
だ
し
、
そ
の
数
を
西
暦
一
六
四
七
年
に
四
、

〈

日

)

七
二
ハ
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
バ
ル
サ
l
ナ
1
郡
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
史
料
の
入
手
で

三
五

O
、
同
一
七
二

O
年
に
四
、

き
な
い
十
七
世
紀
は
別
と
し
て
も
、
十
八
世
紀
初
め
に
は
こ
の
郡
だ
け
で
も
二
十
に
近
い
敷
の
都
城
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

も
、
都
城
の
数
は
、
十
八
世
紀
を
通
じ
て
増
加
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

し
台、

ス
イ
ン
グ
氏
の
推
計

は
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
に
つ
い
て
は
安
嘗
し
な
い
と
い
え
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
し
い
都
城
の
出
現
は
十
八
世
紀
前
牢
に
そ
の
先
躍
を
み
る
が
、
そ
の
本
格
的
展
開
は
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
に

か
け
て
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
新
し
い
都
城
を
そ
の
前
身
で
あ
る
村
の
機
能
に
お
い
て
み
る
と
、
次
の
四
つ
な
い
し
五
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。

ー
、
カ
ン
ワ

l
ス、

も
と
も
と
郷
の
行
政
府
が
お
か
れ
て
い
た
大
き
な
村
が
、
成
長
し
て
都
城
に
な
っ
た
も
の
で
、

ケ
l
ト

l
ン
、
デ
ィ

I
ゴ
l
ド
な
ど
が
こ
れ
に
一該
嘗
す
る
都
城
で
あ
る
。

ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
郡
の
ア
ラ
ン
ド
ケ
1
ラ

村
が
都
城
へ
と
成
長
し
、

都
城
パ
ー
ラ
ー
ヶ
!
ラ

1

9
同

F
F
Rる
に
か
わ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ク
ン
ジ
ョ

l
ル
郡
お
よ
び
ア
ン
タ

1
郡
の
郡
都
と
な
っ
た
都
城
ク
ン
ジ

」
れ
ま
で
郡
都
で
あ
司
た
都
城
に
か
わ
っ
て
新
し
く
郡
都
に
な
る
も
の
で

都
城
ア
l
ト

l
ン

(EOロ
)
と

d
l
ル(阿ハロロ」
O
H
)

や
都
城
ア
ン
タ
l

(
〉
去
る
な
ど
が
そ
の
代
表
的
事
例
で
あ
る
。

「
市
場
」
(
間
曲
目
』
)
の
語
尾
を
も
っ
市
場
町
(
村
〉
の
成
長
で
、

初
め
か
ら
都
城
と
し
て
建
設
さ
れ
る
も
の
と
、

市
場
村
か
ら
都
城
(
市

場
町
)
へ
と
成
長
し
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
。

都
城
ウ
メ
ッ
ド
ガ
ン
ジ

(
C
ヨ
白
色

mg]〉
は
前
者
の
事
例
で
、

複
数
の
村
か
ら
土
地
を
得



ま
た
後
者
の
事
例
で
あ
る
都
城
ガ
ネ
l
シ
ュ
ガ
ン
ジ

2
2巾

日

r
m
g』
)
も
そ
の
成
り
立
ち
は
複
数
の
村

か
ら
土
地
を
得
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、

て
「
都
城
」
と
し
て
建
設
さ
れ
、

こ
の
場
合
は
市
場
「
村
」
と
し
て
建
設
さ
れ
て
い
る
。

四

城
塞
村
の
都
城
へ
の
成
長
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
城
塞
の
績
大
に
よ
る
の
で
は
な
く
城
塞
を
も
っ
た
村
の
「
村
」
部
分
が
「
都
城
」

と

護
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
城
塞
に
よ
っ
て
そ
の
安
全
が
保
障
さ
れ
た
城
塞
「
村
」
が
、

そ
の
一
商
工
業
活
動
を
護
展
さ
せ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
、

「徴
税
蓋
帳
」
な
ど
に
み
る
住
民
構
成
か
ら
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
城
ラ
l
ジ
ガ
ル
(
H
U
]

宮
町
ご
、

都
城
ム
カ

五
ン
ド
ガ
ル
(ロ、E
r
s
t
R
r
)、
都
城
パ
ン
ワ
ル
ガ
ル
(
∞
E
ロ項目『問白
円
ご
な
ど
は
こ
う
し
た
城
塞
を
も

ア
た
都
城
で
あ
る
。

新
し
い
都
城
の
な
か
で
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
都
城
が
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
郡
や
郷
の
行
政
府
が
お
か
れ
た
都
城
で

も
な
け
れ
ば
、
軍
事
的
役
割
を
果
た
す
た
め
に
形
成
さ
れ
た
都
城
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の
「
徴
税
蓋
帳
」
の
内
容
を
み
る
と
一
商
人
な
い
し

は
職
人
・
手
工
業
者
が
多
く
、
後
者
の
場
合
に
は
捺
染
工
、
織
布
工
な
ど
の
割
合
が
か
な
り
多
い
都
城
も
あ
っ
た
。
そ
の
都
城
域
も
他
と

コ
イ

l
ラ

l

(穴
2-る、

比
べ
る
と
か
な
り
大
き
く

ハ
ド
ウ
ォ

l

(切
邑
宅
O
)
、
ギ
ル
ダ
ル
プ
ラ
(
の

E
E
G
E
Hる
な
ど
の
都
城
は
、
後

- 61ー

に
も
述
べ
る
よ
う
に
一
高
ピ
l
ガ
l
以
上
の
都
城
域
を
も
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
新
し
く
成
長
し
て
き
た
都
城
を
そ
の
前
身
の
村
の
機
能
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
分
類
し
、
成
立
し
た
都
城
の
内
容
を
み
て
き
た

が
、
そ
の
内
容
か
ら
み
る
と
都
城
形
成
の
主
要
な
要
因
が
い
ず
れ
も
経
済
的
な
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
新
た
に
都
城
と

な
り
郡
都
と
さ
れ
た
都
城
、

ま
た
郷
の
行
政
府
が
お
か
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、

な
が
ら
く
村
で
あ
っ
た
都
城
な
ど
も
、

そ
の
住
民
構
成
に
統

治
階
級
で
あ
る
バ
ラ
モ
ン
を
か
な
り
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
、
政
治
的
都
市
の
性
格
を
示
し
て
い
る
が
、
同
時
に
一商
人
あ
る
い
は
職
人
・
手
工

〈ロ)

業
者
も
多
く
、
生
産
者
向
都
市
の
性
格
を
も
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
都
城
は
若
干
の
地
域
的
偏
り
は
あ
る
に
せ
よ
、
ほ
ぼ

コ
l
タ

1
王
圏
全
域
に
わ
た
っ
て
郡
郷
に
少
な
く
と
も
一
つ
は
出
現
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
嘗
時
の
経
済
的
枇
舎
的
援
展
を
前
提
に
し
て
考

え
な
く
て
は
理
解
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

605 

と
こ
ろ
で
、
新
し
く
形
成
さ
れ
て
く
る
都
城
に
は
、
す
で
に
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
二
つ
の
掛
照
的
な
形
成
過
程
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
複
数
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の
村
か
ら
土
地
を
得
て
都
城
が
建
設
さ
れ
る
も
の
で
、

さ
き
に
み
た
都
城
デ
ラ
ン
プ
ル
や
市
場
町
ウ
メ
ッ
ド
ガ
ン
ジ
な
ど
で
あ
る
。
他
の

一
つ

は
村
が
長
い
時
聞
を
か
け
て
都
城
へ
と
成
長
し
て
く
る
も
の
で
、
そ
の
聞
に
多
く
の
分
村
を
生
み
新
村
と
し
て
分
離

・
濁
立
さ
せ
つ
つ
、
ま
た

時
に
は
そ
れ
を
再
び
吸
牧
し
な
が
ら
、
都
城
形
成
に
至
る
道
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
都
城
形
成
後
も
そ
う
し
た
分
村
創
出
の
過
程
が
繰
り
返
さ

れ
て
ゆ
く
の
は
後
に
み
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
新
し
い
都
城
の
形
成
は
、
こ
う
し
た
後
者
の
過
程
に
よ
る
も
の
が
匪
倒
的
に
多
く
、
前

(
日
)

者
の
場
合
は

一
般
的
に
は
新
村
の
建
設
に
多
く
み
ら
れ
、
都
城
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
こ
こ
で
は
後
者
の
都
城
形
成
の
過
程
を
検
討

す
る
こ
と
に
し
て
、
前
者
の
都
城
建
設
に
つ
い
て
は
、
衣
節
の
「
市
場
町
(
村
)
の
形
成
」
に
お
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
コ

l
タ
I
郡

(S
・一

七
七
二
年
か
ら
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
郡
に
名
稿
が
繁
更
さ
れ
る
)
の
デ
ィ

l
ゴ
l
ド
(
巴
間

rz-Emoε
村
の
都
城
形

成
の
過
程
を
事
例
に
と
り
な
が
ら
、
嘗
時
の
都
城
形
成
一
般
を
論
じ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
村
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
こ
の
村
に
闘
す

ま
た
分
村
の
創
出
と
新
村
の
形
成
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
た
め
、

形
成
過
程
を
園
示
し
て
行
く
際
の
煩
雑
さ
を
比
較
的
さ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

る
史
料
が
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
比
較
的
多
く
得
ら
れ
、

地
固
上
に
都
城
の

- 62ー

表
ー
は

コ
l
タ
l
郡
お
よ
び
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
郡
に
所
属
す
る
都
城
と
村
の
徴
税
関
係
の
記
録
を
記
し
た
タ
ク
ス
ィ

l
ム
令
2
2
5
)
と
呼
ば

れ
る
文
書
を
利
用
し
て
、
デ
ィ

l
ゴ
l
ド
村
の
都
城
形
成
に
関
わ
る
必
要
な
事
項
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
左
端
に
記
し
た
ヴ
イ
ク
ラ
ム

・

(リり

い
ず
れ
も
筆
者
が
利
用
し
た
タ
ク
ス
ィ

l
ム
文
書
の
年
度
で
あ
る
が
、
記
載
事
項
の
重
複
し
て
い
る
年
度

サ
ン
バ
ッ
ト
暦

(
S
と
略
記
〉
は
、

に
つ
い
て
は
、
年
度
の
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。

国
版
1
(A
)
1
(
E
)
は
、

郡
の
闘
連
箇
所
を
コ

ピ
ー
し
、
こ
れ
に
表
1
の
内
容
を
書
き
こ
ん
で
、
デ
ィ

l
ゴ
!
ド
の
村
か
ら
都
城
へ
の
護
展
過
程
な
ら
び
に
都
城
形
成
後

一
九
七

一
年
の
「
セ
ン
サ
ス

・
ア
ト
ラ
ス
」
の
現
デ
ィ

l
ゴ
!
ド

ま
で
を
、
村
域
お
よ
び
都
城
域
の
繁
化
に
焦
貼
を
あ
て
な
が
ら
、
五
つ
の
年
度
に
分
け
て
園
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

S
-
一
七
一
九
(
〉
・
ロ
-
H
g
N
)

年
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

同
年
デ
ィ

l
ゴ
l
ト
村
の
村
域
は
一
八

(
日
〉

一一

O
ビ
l
ガ
l
で
、
こ
の
年
ま
で
に

カ
ン
ワ
ル
プ
ラ
村
(
村
番
鋭

一
O
九
)
三
、

0
0
0ビ
l
ガ
!
と
カ
リ
ャ

l
ン
プ
ラ
村
(
同

二

四
)

せ
て
い

る
の
で
、
こ
の
村
の

S
-
一
七
一
八
年
以
前
の
村
域
の
贋
さ
は
少
な
く
と
も
二
五、

四、

0
0
0ビ
l
ガ
ー
を
分
離
・
濁
立
さ

一一

O
ビ
l
ガ
ー
で
あ
る
。
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Dighod (Digod) 表 1

村(都城〕域
(ピーガ-)

備考(括弧内は村番競〉

既に Kanwarpura(109)， Kalyanpura 

(114)を創出

Jagpura，後の Mandawari(103)に 300

ピーガーを追加

分村名

Mandoli 18，110 

村/都城

村

年度(S)

1719 

検地 14，675ピーガー， (可耕〉荒蕪地

1，156ピーガー，耕地償 17，795ルピー

S .1787年に Fatehpur(106)を創出

恥1andoli

Mandoli 

Mandoli 

17，810 

「検地」

(S.1774) 

14，351 Mandoli 

「検地J16，110 

16，110 

17，810 村

村

村

1751 

1763 

1777 

S.1828年に Ummedpura(108)， S. 

1844年に Deonagar，後の Deopura(115)

を創出。 Mandola(124)から400ピーガ

す

城

城

キ

都

都

1805 

1812 

1847 

9，633 

「検地J9，995 

(S .1864) 

9，995 

都城

都城

1851 

1865 S .1862年 Deopuraから 1，000ピーガー

都城

カ
ン
ワ
ル
プ
ラ
村
(
同
一

O
九
〉
と

s
・
一
七
一
九
年
そ
の
村
域
八

O
Oピ
l
ガ
!
の
ジ
ャ
グ
プ
ラ

村
は
、

後
に

(
S
・
一
七
五
一
年
ま
で
に
は
〉
マ
ン
ダ
l
ワ
リ
l
村

(同一

O
三
)
と
改
名
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
績
張
に
際
し
て
は
、

デ
ィ
l
ゴ

l
ド
村
や
シ
ョ
l
リ
l
村
(
同
一

O
五
)

か
ら
土
地
を

得
て
い
る
の
で
、
こ
の
村
の
建
設
に
も
こ
れ
ら
二
箇
村
が
密
接
に

関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
村
の
記
録
は

S
・
二
ハ
九
一

ハ
〉
・
ロ

-H
8
6
年
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
村
の
建
設
も
そ
れ
以
前
の
こ
と
に

な
ろ
う
。

「
セ
ン
サ
ス
・
ア
ト
ラ
ス
」
で
は
デ
ィ

l
ゴ

l
ド
村
と

- 63ー

こ
の
村
と
の
聞
に
は
シ
ョ

1
リ
1
村
が
存
在
し
、
南
者
は
地
理
的

に
接
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、

s-
一
七
五
一
(
〉
・

0
・
見
。
。
年

ま
で
に
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
村
は
こ
の
村
に
三

O
Oピ
l
ガ
!
の
土
地

を
分
興
し
て
い
る
か
ら
、
営
時
デ
ィ

i
ゴ

l
ド
村
の
村
域
は
こ
の

マ
ン
ダ
l
ワ
リ
l
村
に
ま
で
回
廊
の
よ
う
な
形
で
の
び
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
閏
示
し
た
の
が
園
版

1
1
(
A〉
お
よ

び
同
(

B

)

で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
地
固
か
ら
み
る
と
、
こ
の

村
は
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
村
か
ら
分
離
・
濁
立
し
た
村
で
あ
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。

1883 

衣
に
園
版

1
l
(
B
)
は、
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CA)-S.1718年以前 CB)-S .1719年

CC)-S .1790年 CD)-S.1828年

CE)-S .1862年以降

国版1
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カ
リ
ャ
l
ン
プ
ラ
村
(
同
一
一
四
〉
を
分
離
・
濁
立
さ
せ
た
後
の
デ
ィ

i
ゴ
l
ド
村
で
あ
る
。

の
自
己
の
村
域
だ
け
で
な
く
、
後
に
建
設
さ
れ
る
ウ
メ
ヅ
ド
プ
ラ
村
〈
同
一

O
八
)
の
村
域
の
大
部
分
を
ふ
く
む
地
域
で
あ
る
。
ウ
メ
ッ
ド
プ
ラ

村
は
、
都
城
デ
ィ

1
ゴ
l
ド
と
カ
ン
ワ
ル
プ
ラ
村
か
ら
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
村
域
一
、
三
八
九
ピ

1
ガ
ー
に
し
め
る
都
城
デ
ィ

嘗
時
の
カ
ン
ワ
ル
プ
ラ
村
の
領
域
は
、
地
圃
上

ー
ゴ
l
ド
の
土
地
は
わ
ず
か
八
五
ピ
l
ガ
l
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
地
固
で
デ
ィ

1
ゴ
l
ド
村
か
ら
ウ
メ

γ
ド
プ
ラ
村
に
小
さ
く
突
出
し
て
い
る

部
分
は
、
筆
者
の
勝
手
な
剣
断
で
線
引
き
し
た
こ
の
八
五
ピ
l
ガ
l
の
土
地
で
あ
る
。

デ
ィ
l
ゴ

1
ド
村
の
領
域
は
、
カ
ソ
ワ
ル
プ
ラ
と
カ
リ
ャ

I
ン
プ
ラ
の
二
箇
村
の
合
計
七
、

0
0
0ビ
l
ガ
l
が
減
っ
て
一
八
、

二
O
ビ

し
て
し
ま
い
、

ー
ガ
ー
と
な
る
。
分
村
の
マ
シ
ド
l
リ

1
村
は
、
分
村
と
し
て
は

S
-
一
八

O
五
(
〉
-
U
-
H三
∞
〉
年
の
記
録
を
最
後
に
史
料
か
ら
そ
の
姿
を
治

「
セ
ン
サ
ス
・
ア
ト
ラ
ス
」
に
も
そ
の
名
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

S
-
一
八
四
四
(
〉
-U-
ロ
∞
叶
)
年
に
建

な
お
、

設
さ
れ
た
デ
l
オ
ナ
ガ
ル
村
、
後
の
デ
1
オ
プ
ラ
村
(
同
二
五
〉
の
南
に
郊
接
す
る
マ
ン
ド
l
ラ
l
村
は
、
男
性
名
詞
な
い
し
「
大
き
い
」
を

意
味
す
る
語
尾
を
も
っ
て
お
り
、
同
じ
く
女
性
名
詞
な
い
し
「
小
さ
い
」
を
意
味
す
る
語
尾
を
も
っ
た
こ
の
分
村
マ
ン
ド

l
リ
ー
と
は
射
を
な

す
関
係
に
あ
ア
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
分
村
マ
ン
ド
l
リ
ー
が
デ
l
オ
プ
ラ
村
の
位
置
に
あ
っ
て
も
お

- 65-

か
し
く
は
な
い
わ
け
で
、
デ
l
オ
プ
ラ
村
建
設
の
遁
程
で
そ
の
一
部
と
し
て
吸
牧
さ
れ
て
し
ま
司
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
村
の
建
設
者
は

〈
国
)

ナ
l
ド
ナ
l
(
Z邑
E
〉
村
の
村
長
デ
l
オ
と
い
う
者
で
、
自
己
の
名
を
村
名
に
つ
け
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

デ
ィ
l
ゴ
l
ド
村
も
コ

I
タ

1
王
圏
全
土
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た

S
・
一
七
七
四
(
〉
-
U
-
H
ご
斗
〉
年
の
「
検
地
」

け
、
村
域
一
七
、
七

O
Oピ
l
ガ
l
、
そ
の
う
ち
耕
地
一
四
、
六
七
五
ビ
l
ガ
l
、

査
定
さ
れ
た
地
租
高
)
一
一
、
七
九
五
ル
ピ

!
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

(
土
地
調
査
〉
を
受

耕
地
債
(
耕
地
で

s
・
一
七
八
七
(
〉
・

0
・
H30〉
年
フ
ァ
テ
ー
ブ
ル
村
(
同
一

O
六
〉
が
、

可
耕
荒
蕪
地
一
、

一
五
六
ピ

l
ガ
I
、

村
域
三
、
三
四
九
ピ

1
ガ
ー
を
も
っ
て
建
設
さ
れ
、

S
-
一
七
九

O
(〉
・
り
・H
a
ω
)
年
に
分
離
・
濁
立
し
た
の
で
、

デ
ィ

I
ゴ
l
ド
村
の
村

域
は
一
四
、
三
五
一
ビ
l
ガ
l
に
縮
小
す
る
。
こ
れ
を
示
し
た
の
が
、
園
版

1
1
(
C
)
で
あ
る
。

609 

デ
ィ

1
ゴ
l
ド
村
が
都
城
に
な
っ
た
正
確
な
年
度
は
わ
か
ら
な
い
が
、

S
-
一
八
一
一
年
前
後
、

遅
く
と
も
こ
の

S
・
一
八
一
二
ハ
〉
・
り
・
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ミ
日
間
)
年
に
は
都
城
と
な
っ
て
お
り
、
都
城
と
な
っ
て
初
め
て
創
出
し
た
の
が

S
・一

八
二
八
(
〉
・
0
・H3H)
年
の
ウ
メ
ッ
ド
プ
ラ
村
(
同

る 一
O
八
)
で
あ
る
。
そ
の
村
域
て
三
八
九
ビ

l
ガ
I
の
大
半
は
カ
ン
ワ
ル
プ
ラ
村
か
ら
得
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ

「
セ
ン
サ
ス
・
ア
ト
ラ
ス
」
で
み
る
カ
ン
ワ
ル
プ
ラ
村
の
領
域
は
、
こ
の
年
度
以
降
の
こ
と
で
、
以
上
を
圃
示
し
た
の
が
、
こ
の
園
版
1

ー

(
D

)

で
あ
る
。

s
・一

八
四
四
(
〉
・
ロ
ロ
宅
)
年
に
は
デ
l
オ
プ
ラ
村
〈
同

一一

五
)
が
、

さ
き
の
ナ
l
ド
ナ
1
村
の
村
長
デ
l
オ
と
い
う
者
に
よ
っ
て
村

域
五
、

O
三
三
ピ
l
ガ
ー
を
も
っ
て
建
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
都
城
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
か
ら
九
割
以
上
の
四
、
六
一
三
一
一
ビ

I
ガ
ー
を
、

ド
l
ラ
l
村
(
同

一
二
四
〉
か
ら
は
四

O
Oビ
l
ガ
ー
を
得
て
い
る
。
こ
れ
で
都
城
デ
ィ

l
ゴ
l
ド
の
都
城
域
は
九
、
六
一
三
一
一
ビ
l
ガ
ー
に
な

S
-
一
八
六
二
(
〉
・

0
・
H
g印
)
年
に
デ

l
オ
プ
ラ
村
が
一
、

0
0
0ビ
l
ガ
!
の
土
地
を
返
還
し
た
の
で
、
都
城
域
は
一

O
、
六
三

S
-
一
八
六
四
(
〉
・
ロ

-
H
8
3
年
の
「
検
地
」
は
、

ーマ

ン

る
が
、

三
ピ
l
ガ
ー
と
な
る
。

こ
の
王
園
の
か
な
り
貰
い
地
核
に
劃
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
「
検
地
」
の
結
果
、

こ
の
都
城
域
は
さ
き
の
「
蓋
帳
」
上
の
記
録
よ
り
も
少
な
い
九
、
九
九
五
ビ

1
ガ
ー
で
あ
っ
た
。

園
版

1
l

- 66ー

(

E

)

は
、
こ
の

S
・
一
八
六
二
年
の
都
城
域
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
も
っ
て
都
城
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
の
形
成
と
分
村
な
ら
び
に
新
村
の
創
出
活
動
は
、

一
躍
終
る
こ
と
に
な
る
。

「
セ
ン
サ
ス
・
ア
ト
ラ

ス
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
都
城
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
周
迭
の
村
で

こ
の
嘗
時
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
唯

の
村
が
、

フ
ァ
テ
ー
ブ
ル
村

(同

一
O
六
)
の
北
側
で
鄭
接
す
る
パ
グ
ワ
l
ン
プ
ラ

S
E四
gロ
匂
目
白
)
村
(
同

一
O
乙
で
あ
る
。

こ
の
村
の
建
設
は
、
都
城
デ
ィ
l
ゴ

l
ド

に
鄭
接
す
る
村
な
い
し
は
そ
の
周
遣
の
五
つ
の
村
か
ら
土
地
を
得
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、

る
が
、
都
城
域
そ
の
も
の
に
は
異
同
は
な
く
、
す
で
に
最
終
的
に
確
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
決
に
述
べ
る
こ
れ
ら
五
箇
村
の
境
界
は
、
こ
の

」
れ
ら
の
村
の
領
域
は
大
き
く
襲
動
し
て
い

バ
グ
ワ
l
ン
プ
ラ
村
の
建
設
に
よ
司
て
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
園
版
1

|
(
E
)
を
「
S
-
一
八
六
二
年
以
降
」
と
し
た
の
は
、
都
城
デ
ィ

l
ゴ
l
ド
の
都
城
域
に
つ
い
て
は
正
し
い
が
、
こ
れ
ら
村
落
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
不
正
確
な
表
現
で
あ
る
。
都
城
デ
ィ
l
ゴ

I
ド
と
こ
れ

ら
周
迭
の
村
を
ふ
く
め
た
相
互
の
位
置
が
、
つ
ま
り
「
セ
ン
サ
ス

・
ア
ト
ラ
ス
」
に
み
る
今
日
の
村
の
位
置
闘
係
が
確
定
す
る
の
は
、
バ
グ
ワ



ー
ン
プ
ラ
村
が
建
設
さ
れ
た

S
・
一
九

O
八
(
〉
・

0
・H
g
C
年
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
村
の
建
設
を
も
っ
て
、
都
城
デ
ィ

l

ゴ

l
ド
と
そ
の
周
迭
に
今
日
存
在
し
て
い
る
村
が
す
べ
て
出
揃
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ー
カ
l
、

パ
グ
ワ

1
ン
プ
ラ
村
は
、
こ
の
地
域
で
は
も
っ
と
も
遅
く
形
成
さ
れ
た
村
で
、

シ
ョ

l
リ
1
9
r
o
-
-
)
村
(
同
一

O
五
)
か
ら
一

O
Oビ
l
ガ
l
、

ア
ト
ラ
l
リ
ヤ
(
〉
可
回
日
々
白
〉
村
(
同
八
一
)
か
ら
三
人

O
ビ

ウ
グ
イ
プ
ラ

(ceザ
民
俗
)
村
(
同
一

O
O
)
か
ら
四
四
九
ビ
l
ガ

フ
ァ
テ
ー
ブ
ル

(
E
Z官
。
村
(
同
一

O
六
〉
か
ら
五

O
Oビ
l
ガ
l
、
コ
ー
ド
ス
ワ
l
ン
(
問
主

2
8
)
村
(
同
一

O
一
一
)
か
ら
一
、

O
七

八
ピ
l
ガ
ー
を
得
て
い
る
。
こ
の
村
の
建
設
者
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
村
か
ら
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
る
の
が
、

昔
時
の
村
落
の
一
般
的
な
建
設
方
法
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
村
が
都
城
と
し
て
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
は
、
ま
た
都
城
の
護
展
過
程
と
と

も

つ
ぎ
つ
ぎ
と
分
村
を
生
み
、
こ
れ
を
新
村
と
し
て
分
離
・
濁
立
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
嘗
時
の
都
城
形
成
の
一
般
的

傾
向
で
あ
り
、
車
に
都
城
デ
ィ
l
ゴ

1
ド
の
形
成
に
の
み
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
分
村
を
生
み
、
新
村
と
し
て
分
離
・
濁

立
さ
せ
て
ゆ
く
よ
う
な
村
あ
る
い
は
都
城
は
、
首
時
の
卒
均
的
な
大
き
さ
の
村
と
比
較
し
て
み
る
と
か
な
り
大
き
な
領
域
を
も
っ
て
い
た
。

(

ロ

)

別
の
機
舎
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
首
時
の
村
の
卒
均
的
な
大
き
さ
は
二
、

0
0
0ビ
I
ガ
l
前
後
か
ら
三
、

0
0
0ビ
l
ガ
l
弱
で
あ
っ
た

の
に
劃
し
、
こ
こ
で
い
う
大
き
な
村
や
都
城
は
、
六
、

0
0
0ピ
l
ガ
ー
か
ら
二
ニ
、

0
0
0ピ
I
ガ
l
の
贋
さ
で
、
都
城
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
は

- 67ー

別
に
し
て
も
、

マ
l
ン
グ
ロ
l
ル
郡
の
コ
イ
l
ラ
l
(
問
。
ロ
る
、
パ
ー
ラ
ー
ン
郡
の
バ
ド
ウ
ォ
l
(
切
包
君
。
)
、
ラ
l
イ
l
プ
ル
郷
の
ギ
ル
ダ
ル
プ

ラ
(
の

E
E
H吉
岡
田
)
、
カ
l
ク
ル
ニ
l
郷
の
サ
ル
タ
l
ル

(
ω
E
E
C
な
ど
は
一

O
、

0
0
0ビ
l
ガ
l
以
上
の
領
域
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
う

ち
、
二
箇
村
を
分
離
・
濁
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
以
外
は
史
料
不
足
で
わ
か
ら
な
い
バ
ド
ウ
ォ
l
村
は
別
と
し
て
、
コ
イ
I
ラ
l
村
は
分
村
四
、

(

国

〉

サ
ル
タ
l
ル
村
に
い
た
っ
て
は
八
箇
村
の
分
村
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
分
村
の
多
く
は
、
時
と
と
も
に
新

ギ
ル
ダ
ル
プ
ラ
村
は
分
村
六
、

村
と
し
て
分
離
・
濁
立
し
て
い
?
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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こ
こ
で
は
、
郡
都
の
な
か
で
嘗
時
最
大
級
の
都
城
域
を
も
っ
て
い
た
バ
l
ラ
l
ン
郡
の
都
城
バ
l
ラ
l
ン
の

S
・
一
八
六
五
(
〉
-
U
H
g∞)

(
m
M
)
 

年
の
記
録
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

S
-
一
七
七
回
(
〉
-
U
-
ロ
ロ
〉
年
以
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
土
地
調
査
に
よ
れ
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ば
、
都
城
パ
ー
ラ
ー
ン
の
康
さ
は
三
二
、

0
0
0ビ
1
ガ
1
で、

s
・
一
七
七
四
年
の
「
検
地
」
で
は
四
二
、
三

O
入
ビ

1
ガ
!
と
領
域
を
増

加
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
回
の
土
地
調
査
が
「
指
出
」
な
ど
に
よ
っ
て
不
正
確
だ
っ
た
た
め
、
今
回
の

「
検
地
」
に
よ

っ
て
謄
畑

・
隠
回
な

ど
が
接
見
さ
れ
、
耕
地
の
増
加
が
記
鍛
さ
れ
た
の
か
、
都
城
周
遊
の
荒
蕪
地
の
開
墾
が
準
み
、
そ
の
土
地
が
都
城
域
に
編
入
さ
れ
た
の
か
、
あ

る
い
は
都
城
パ
ー
ラ
ー
ン
の
設
展
と
描
大
が
周
迭
の
村
落
を
都
城
域
の
な
か
に
く
み
こ
ん
だ
の
か
、

」こ
で
は
わ
か
ら
な
い
。

S
-
一
七
七
四
年
の
「
検
地
」
以
降
、
都
城
パ
ー
ラ
ー

ン
は
九
つ
の
村
に
土
地
の
贋
さ
合
計
二
四
、
五
六
一
ピ

I
ガ
ー
を
興
え
て

分
離
・
溺
立
さ
せ
、
さ
ら
に
近
年
あ
わ
せ
て
四
、

0
0
0ビ
l
ガ
1
の
土
地
を
も
っ
新
村
二
つ
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
蓋

帳
」
の
上
で
は
パ
ー
ラ
ー
ン
の
都
城
域
は

一
三
、
七
四
七
ビ
l
ガ
ー
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
貫
際
の
「
検
地
」
で
は

S
-
一
八
五
二

(
〉
・
ロ
ミ
泊
四
〉
年
に
五
、
二
九
七
ピ

l
ガ
l
、

S
-
一
八
六
五
(
〉
・
ロ
-
H
8
8
年
に
は
六
、

O
七
六
ビ

l
ガ
1
で、

し
か
し
、

「
蓋
帳
」
と
賓
際
の
調

査
と
で
は
大
き
な
聞
き
が
あ
っ
た
。

都
城
パ
ー
ラ
ー
ン
と
そ
の
周
過
の
村
に
つ
い
て
は
、

パ
ー
ラ
ー

ン
は
こ
れ
以
降
新
村
を
生
む
こ
と
も
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
都
城
パ
ー
ラ
ー
ン
の
新
村
を
創
出
す
る
活
動
は
一
鷹
終
了
し
た
こ
と
を

「セ

ン
サ
ス

・
ア
ト
ラ
ス
」
と
こ
の

S
-
一
八
六
五
年
の
記
録
は

一
致
し
、

ま
た
都
城

- 68ー

示
し
て
い
る
。

筆
者
は
別
の
機
舎
に
、
そ
の
都
城
域
が
二
、

0
0
0ビ
l
ガ
ー
と
な
り
一

O
O年
以
上
に
わ
た
っ
て
分
村
を
一
つ
も
生
み
だ
し
て
い
な
い
王

都
コ

1
タ

I
(
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
〉
を
、

「
完
成
し
た
」
あ
る
い
は
「
成
熟
し
た
」
都
城
と
い
っ
た
表
現
で
呼
び
、
そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
考
え

(ぬ〉

て
行
く
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
お
い
た
。
こ
の
都
城
パ
ー
ラ
ー
ン
や
さ
き
の
都
城
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
な
ど
は
、
さ
し
ず
め
こ
の
種
の
都

城
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
が
述
べ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
分
村
や
新
村
を
生
み
だ
す
活
動
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
活
動
が

終
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
都
城
の
設
展
が
止
ま

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
都
城
が
自
己
の
領
域
内
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
分
村
を
生
み
、
新

村
を
分
離

・
濁
立
さ
せ
な
が
ら
、
都
城
域
を
小
さ
く
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
都
城
の

一
つ
の
設
展
の
形
態
で
あ
り
、
都
城
の
設
展
を
示
す

一
つ
の

現
象
形
態
に
す
ぎ
な
い
。



次
節
で
は
、
市
場
町
(
村
)
の
形
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、

展
の
形
態
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
都
城
の
護
展
の
別
の
形
態
で
あ
り
、

こ
う
し
た
都
城
の
さ
ら
な
る
護

も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
護
展
は
本
質
(
内
部
構
造
〉
の
襲
化
を
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
別
稿
で
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

11 

市
場
町
(
村
〉
の
形
成

と
こ
ろ
で
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
都
城
の
形
成
ほ
ど
に
目
立
つ
存
在
で
は
な
い
が
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
語
尾
に

「
市
場
」

(mg』
)
を
も

そ
の
も
っ
と
も
早
い
記
録
は
、

(
幻
〉

成
立
を
み
る
ア
ト
ロ

l
(
〉

5
〉
郷
の
市
場
町
ガ
ネ
l
シ
ュ
ガ
ン
ジ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
以
前
に
市
場
町
(
村
)
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は

つ
市
場
町
(
村
〉
の
名
が
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

s
・
一
八
一
一
一
一

1
二
五
(
〉
・
り
・
ロ
2
1
2
)
年
に

:
、
。

ゅ
ん
、
し
V

都
城
で
は
一
般
に
週
市

(
E
C
が
聞
か
れ
て
お
り
、

都
城
カ
l
ン
プ
ル

(
E
g
8
5〉
に
郊
接
す
る
チ
ャ
l
ン
ド
ケ
l
リ
l
(
E
E
L
-

r
r
o
Z
〉
村
や
王
都
コ
l
タ
l
の
川
向
こ
う
に
あ
る
都
城
パ
l
タ
ン

(
E窓
口
〉
は
、

(

勾

〉

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

歳
市
(
自
己
曲
)
が
聞
か
れ
る
こ
と
で
著
名
な
市
場
村
(
町
〉

- 69ー

市
場
町
(
村
)
が
、

語
尾
に
「
市
場
」
と
い
う
濁
特
の
用
語
を
も
っ
て
登
場
す
る
の
は
こ
の
時
期
に
な
っ
て
で
あ
り
、

以
前
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
市
場
町
(
村
〉
は
、
都
城
ガ
ネ
l
シ
ュ
ガ
ン
ジ

(
O
g
g
の
2
2
5
2
]
)
あ
る
い
は

キ
γ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
村
(
呂

2
8
E
m
r
g
m
gむ
と
い
う
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、

前
者
を
市
場
町
ガ
ネ
l
シ
ュ
ガ
ン
ジ

後
者
を
市
場
村
キ

ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
と
い
う
ふ
う
に
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

市
場
村
(
町
)
の
形
成
に
は
、

既
存
の
村
が
市
場
村
へ
設
展
し
て
形
成
さ
れ
る
場
合
と
、

一
つ
の
村
な
い
し
複
数
の
村
か
ら
土
地
を
得
て
新

し
く
建
設
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。

前
者
の
事
例
は

さ
き
の
市
場
町
ガ
ネ

l
シ
ュ
ガ
ン
ジ
で
、

都
城
ア
ト
ロ
l
の
分
村
か
ら
市
場
町
(
都
城
〉
に
成
長
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

分
村
が
い
つ
生
み
出
さ
れ
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
市
場
町
に
な
っ
た
の
か
は
史
料
不
足
で
わ
か
ら
な
い
。

ジ
ョ

1
ル
パ
l
(
H
o
s
c
郷
の

613 

市
場
村
キ

ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
(
百
田

r
g恒
三
)
も
ま
た
分
村
か
ら
震
展
し
た
も
の
で
、

史
料
の
上
で
は
都
城
ジ
ョ
ー
ル
パ
l
の
分
村
7

y
ド
リ
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-
(
宮
包
7
2
)

と
し
て
、

(
〉
ロ
・
見
区
)
年
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
か
ら

S
・一

八
五
七
(
〉
・
ロ

-Hgo〉

(
m
A
)
 

S
・
一
八
六
五
(
〉
ロ

』∞
C
S
年
の
記
録
で
は
市
場
村
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
形
成
過
程
を
経
て
き
た
も
の
と

S
-
一
七
八
一

年
ま
で
が
分
村
で
、

し
て
、

s
・
一
八
五

O
(〉
-
U
・
ミ
由
己
年
に

成
立
し
た
パ
l
ン
ス
ト

ゥ
l
ニ

I
S田口印子
E
C
郷
の
市
場
村
チ
ャ
ッ
タ
ル
ガ
ン
ジ
(
わ
喜
三
国
?

(
M
)
 

mm
ロ
」
)
が
あ
る
。
そ
の
前
身
は
ダ
l
パ
ル

(
U
m
g
『
〉
村
で
、
す
で
に

S
・一

七
八
一
(
〉
・
ロ
ロ
ピ
)
年
の
記
録
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。

後
者
の
事
例
と
し
て
は
、
王
都
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
の
都
城
域
の
西
に
ロ

I
ジ
ャ
リ
l
(河
3
Z
H
C
村
か
ら
土
地
を
得
て

S
-
一
八
四
二
(
〉
・
0
・

(
お
)

』
叶
∞
印
)
年
に
建
設
さ
れ
た
ラ
l
イ
l
プ
ル
郷
の
市
場
村
ド
l
ラ
ッ
ト
ガ
ン
ジ
(
ロ

E
E窓
口
む
が
あ
る
。
ま
た
同
じ

S
・
一
八
八
八
(
〉
・
り

H
E
C

年
に
建
設
さ
れ
た
パ

l
ン
ス
ト
ゥ

l
ニ

l
郷
の
市
場
村
小
ラ

l

ム
ガ
ン
ジ

(
E
B
m
g工
岳
民
包
)
と
市
場
村
大
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ

(
E
g間同三・

(
お
)

E
Y
H
Tご
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
者
は
一
箇
村
か
ら
、
後
者
は
二
箇
村
か
ら
土
地
を
得
て
い
る
。
三
箇
村
か
ら
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
た
の
が
バ
ロ

(

幻

)

s-
一
八
八
七

(
〉
・
り

Hgo〉
年
郡
都
パ
ロ
I
ド
の
西
郷
り
に
、
ま
た
イ
タ

l
ワ
l
G
S
者
同
)
郡

ー
ド
郡
の
市
場
村
キ

ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
で
、

(〉

-
U
H
3
C
年
に
建
設
さ
れ
た
ウ
メ
ッ
ド

一 70ー

の
市
場
村
ガ
ネ

l
シ
ュ
ガ
ン
ジ
(
の

2
2
5曲
三
)
は
、

(

お

)

か
ら
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
て
い
る
。
市
場
町
と
し
て
王
都
の
都
城
域
の
南
に

S
-
一
八
コ
二

(
m
m
)
 

四
箇
村
か
ら
土
地
を
得
て
い
る
。

S
-
一
八
四
一

(
〉
・
り
・
ミ
∞
品
)
年
郡
都
イ
タ
l
ワ

l
の
南
に
都
接
す
る
村
な
ど
六
箇
村

ガ
ン
ジ

(
O曲目『白

C
ヨ
ヨ
邑
問
白
?
と
〉
は
、

こ
こ
で
市
場
村
(
町
〉
の
名
稽
に
つ
い
て
、
筒
車
な
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

市
場
村
(
町
)
が
新
し
く
建
設
さ
れ
る
場
合
は
別
と
し
て
、

分
村
な
い
し
本
村
か
ら
設
展
し
て
市
場
村
(
町
)
が
形
成
さ
れ
る
場
合
、

そ
の
名
稿
は
奮
村
落
の
名
前
で
は
な
く
、
新
た
に
名
前
が
つ
け
ら
れ

て
お
り
、

し
か
も
新
し
く
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
た
市
場
村
(
町
〉
と
同
様
な
名
前
を
も
っ
て
い
る
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
都
城
ジ
ョ

l
ル
パ

1
の
分
村
か
ら
成
長
し
た
市
場
村
キ
ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
の
奮
名
は
マ
ッ
ド
リ
ー
で
あ
り
、
バ

l
ン
ス

ト
ゥ

l
ニ

l
郷
の
市
場
村
チ
ャ
ッ
タ
ル
ガ
ン
ジ
の
前
身
は
ダ
l
バ
ル
村
で
あ
っ
た
。

ア
ト
ロ
l
郷
の
市
場
町
ガ
ネ
l
シ
ュ
ガ
ン
ジ
は
、
都
城
ア

ト
ロ

1
の
分
村
か
ら
の
設
展
で
あ
る
が
、

そ
の
分
村
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
市
場
町
は
十
九
世
紀
初
め
に
は
衰
微
し
は
じ
め
、

s
・
一
八
五
七
(
〉

-u・
5
0
0
)
年
か
ら
S
・
一
八
八
三
(
〉
・

0
・
5
N昂
)
年
の
史
料
で
は
「
ケ

1
ル
リ

I
村
ま
た
の
名
ガ
、
不

l
シ
ュ
ガ
ン
ジ
」



(宮

EN担
問

r
E
F
t止
の

E
g
g
sむ
と
記
さ
れ
、

「
セ
ン
サ
ス
・
ア
ト
ラ
ス
」

で
は
、

S
-
一
九
一
一
一
(
〉
・
ロ
-
H
g
m
)
年
に
は
都
城
ア
ト
ロ

1
の
分
村

(
g
a
R
)
と
さ
れ
て
い
る
。

現
ア
ト
ル
l

(
ア
ト
ロ
l
)
郡
の
郡
都
ア
ト
ル

I
に
郷
接
す
る
村
で
、

そ
の
名
も
ケ
l
ル
リ
ー
ガ
ン
ジ

(
剛
ハ

y
m円
-Fm曲
三
)
と
い
う
か
つ
て
の
村
名
を
合
成
し
た
名
稽
で
残
っ
て
い
る
。

村
か
ら
護
展
し
た
市
場
村
(
町
)
や
土
地
を
得
て
新
た
に
建
設
さ
れ
る
市
場
村
(
町
)
が
、

似
た
よ
う
な
名
前
を
も
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
取

こ
う
し
た
市
場
村
(
町
)
の
意
味
や
由
来
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、

り
上
げ
る
市
場
村
〈
町
)
だ
け
で
も
同
じ
名
前
の
も
の
が
三
組
も
あ
る
。

市
場
村
(
町
〉
の
形
成
や
建
設
な
ら
び
に
そ
の
性
格
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

市
場
村
ガ
ネ
!
シ
ュ
ガ
ン
ジ
(
ア
ト
ロ
l
郷
、
イ
タ
l
ワ
l
郷
)
の
ガ
ネ
l
シ
ュ
(
ガ
ネ
l
γ

ャ
〉
は
、

神
で
あ
り
、
キ
ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
(
ジ
ョ
l
ルパ
l
郷
、
パ
ロ
ー
ド
郡
〉
の
キ
γ

シ
ャ
ン
は
ク
リ
シ
ュ
ナ
紳
の
別
名
で
、
こ
の
地
域
の
人
々
に
深

象
の
姿
を
し
た
富
と
繁
柴
を
象
徴
す
る

く
浸
透
し
て
い
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
紳
信
仰
を
象
徴
す
る
名
稀
で
あ
る
。

い
は
「
保
護
」
(
ロ
ゲ
Z
E
C
の
も
と
に
市
場
村
(
町
)
の
繁
築
と
そ
の
安
全
を
願
い
、

チ
ャ
ッ
タ
ル
ガ
ン
ジ
ハ
パ
l
ン
ス
ト
P
I
E
-
-
郷
〉
は
、

神
の
「
傘
」
あ
る

-71ー

ド
l
ラ
ッ
ト
ガ
ン
ジ
は
、

そ
の
建
設
と
護
展
が
大
い
な
る

「
富
」
公
g
E
C
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
の
命
名
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
大
守
口
」
R
7
3
小

(
r
r
E
S
3
で
直
別
す
る
こ
つ
の
市
場
村
一
フ
l
ム
ガ
ン
ジ
(
バ
I
ン
ス
ト
ゥ
l
ニ

I
郷
)
の
ラ
l
ム
(
ラ
l
マ
)
は
、

絞
事
詩
『
ラ

I
マ
l
ヤ
ナ
』
の
ラ

1
マ
王
の
名
前
で
あ
る
が
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
神
と
同
様
に
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
紳
の
化
身
で
あ
る
。
も
司
と
も
、
こ
の

市
場
村
は
コ

l
タ
1
園
王
ラ

1
ム
・
ス
イ
ン
グ

E
世
(
在
位
S
-
一
八
八
四
J
一
九
二
二
〉
の
時
代
に
建
設
さ
れ
て
お
り
、

ウ
メ
ッ
ド
ガ
ン
ジ
(
コ

ー
タ
l
郡
)
の
建
設
が
園
王
ウ
メ

γ
ド
・
ス
イ
ン
グ
(
在
位
S
・
一
八
二
七
l
一
八
七
六
)
の
治
世
と
重
な
っ
て
い
る
か
ら
、

い
ず
れ
も
園
王
の
名

前
を
冠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

王
都
の
お
膝
元
に
都
城
と
し
て
建
設
さ
れ
た
市
場
町
ウ
メ
ッ
ド
ガ
ン
ジ
は
、
市
場
町
護
展
の
「
希

望
」
(
ロ
ヨ
B
E
)
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

園
家
の
肝
煎
り
で
建
設
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、

な
お
さ
ら
こ
れ
に
園
王
の
名
前
が
冠
せ
ら

615 

れ
で
も
お
か
し
く
は
な
い
と
思
う
。
な
お
、
市
場
村
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ
は
、

に
そ
の
建
設
者
と
考
え
ら
れ
る
村
長
が
解
職
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
、
大
ラ

l
ム
ガ
ン
ジ
は
後
に
キ
ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
に
名
稽
を
饗
え
て
い

そ
の
大
小
で
匝
別
す
る
の
が
煩
わ
し
か
っ
た
た
め
か
、
そ
れ
と
同
時



ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
徒
の
名
前
に
は
紳
の
名
前
が
多
い
か
ら
、

「
小
」
が
な
く
な
り
、
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ
に
な
っ
て
い
る
。

616 

る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
小
ラ

l
ム
ガ
ン

ジ
の
方
は
、

市
場
村
(
町
〉
の
名
前
に
そ
の
建
設
者
の
名
前
を
つ
け
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
さ
き
の
市
場
村
大
ラ

I
ム
ガ
ン
ジ
は
、
紳
の
名
前
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
後
に
述
べ
る
よ
う
に
建
設
者
と
考
え
ら
れ
る
村
長
の
名
前

で
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
市
場
村
(
町
〉
の
名
稽
に
は
、

神
の
名
や
富
、
繁
祭
を
意
味
す
る
よ
う
な
言
葉
が
使
用
さ
れ

て
お
り
、
市
場
村
(
町
〉
の
命
名
に
あ
た
っ
て
建
設
者
な
ど
が
縁
起
を
か
つ
ぎ
、
繁
築
を
祈
っ
て
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

圏
版

2
は
イ
タ

l
ワ

l
郡
の
市
場
村
ガ
ネ
l
シ
ュ
ガ
ン
ジ

そ
れ
で
は
、
市
場
村
(
町
〉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

を
中
心
に
、
こ
の
建
設
に
土
地
を
提
供
し
た
周
謹
の
村
の
位
置
関
係
を
知
る
た
め
に
、

一
九
七
一
年
の
「
セ
ン
サ
ス
・
ア
ト
ラ
ス
」
の
現
ピ

l

バ
ル
ダ

l

q

e
日
左
同
)
郡
の
一
部
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
市
場
村
ガ
ネ
l
シ
ュ
ガ
ン
ジ
(
村
番
誠
一
七
四
)
は
、

S
-
一
八
四
一
(
〉
・
ロ
-
Z
E
)

年
に
ゴ

l
ン
デ
ィ
!
村
(
同
一
六
六
〉
を
は
じ
め
と
し
て
周
浸
六
箇
村
か
ら
土
地
七
、

0
0三
ビ

l
ガ
l
、

※太線内は、ガネーシュガンジを建設し

た6箇村

※.部分は、市場村(町〕ガネーシュガ

ンジと都域 (郡都)イターワー

圃版2

つ
ま
り
ゴ

l
γ
デ
ィ

l
村
か
ら
三
、

-72ー

0
0
一
ピ

l
ガ
l
、
ド
l
リ
l
村
(
同
一
七
六
〉
と
チ
ャ

l

ン
ダ
l
村
(
同
一
七
五
)
か
ら
各
一
、

O
O
一ビ

l
ガ
l
、

ラ
ノ
I
デ
ィ
ヤ

l
村
〈
同
一
七
三
〉

か
ら
五

O
Oビ
l
ガ

ム
ゲ

l
ナ

l
村
(
同
一
七
二
〉
か
ら
て

O
O
Oピ

ー
ガ

l
、
ド

l
ル
リ
l
村
(
同
一
九
四
〉
か
ら
五

O
Oビ
l

ガ
!
の
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
市
場
村
の

護
展
は
早
く
、

S
・
一
八
四
七
ハ
〉
・
0
・
尽
き
)
年
に
は
市

場
町
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
市
場
村
が
誰
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
か
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
そ
の
建
設
に
際
し
て
土
地
の
提
供
が
ラ

ノ



ー
デ
ィ
ヤ

I
村
に
つ
い
で
多
い
ゴ

I
ン
デ
ィ

I
村
は
、
そ
の
北
鄭
り
が
都
城
(
郡
都
〉
イ
タ

1
ヮ
ー
で
あ
り
、

こ
の
市
場
村
建
設
が
都
城
イ
タ

ー
ワ
!
と
の
経
済
的
な
い
し
は
一
一
商
業
的
関
係
や
そ
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
市
場
村
の
史
料
は
比
較
的
多
い
に
も
拘

ら
ず
、

建
設
者
の
名
前
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
都
城
イ
タ

I
ワ
l
の
商
人
た
ち
の
闘
輿
も
推
定
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
六
箇

国
家
に
よ
っ
て
か
、

あ
る
い
は
比
較
的
多
敷
の
者
(
場
合
に
よ
っ
て
は
村
落
共
同
健
)

村
か
ら
の
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
村
の
土
地
所
有
者
層
、
嘗
時
と
し
て
は
一
般
に
村
長
層
の
闘
興
が
指
摘
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

パ
l
ン
ス
ト
ゥ
l
ニ

l
郷
の
市
場
村
大
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ
の
建
設
は
、
近
く
の
村
の
村
長
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
嘗
時
、
新

村
が
建
設
さ
れ
る
と
、

そ
の
村
長
職
(
官
E
C
は
そ
の
建
設
者
に
興
え
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、

(

ぬ

)

の
カ
l
ム
タ
l
(
関
曲
目
予
白〉

村
の
村
長
-
フ
l
ム
・
ワ
グ
ス
〈
H
N
曲
目
当
局
印
〉
に
興
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
市
場
村
の
村
長
識
も
近
く

し
か
し
、

こ
の
市
場
村
建
設
の
六
年
後
の

S
-
一
八
九
四
(
〉
・
り

H
8
3
年、

理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
解
職
さ
れ
、

そ
の
村
長
職

(rMZω

『
回
目
)
は
三
人
の
者
に
輿
え
ら
れ
て
い
る
。

?ト

- 73-

れ
が
そ
の
建
設
者
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
名
を
こ
の
市
場
村
に
つ
け
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

S
-
一
八
四
二
(
〉
・
り
・
ロ
∞
印
)
年
に
ロ

1
ジ
ャ
リ
l
(
岡
山
&
E
H
C
村
か
ら
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
た
ラ
l
イ
l
プ
ル
郷
の
市
場
村

ま
た
、

ド
I
ラ
ッ
ト
ガ
ン
ジ
の
建
設
者
は
、

ス

(
U
n
r
r自
由
ロ
ロ
mm
〉
、
サ

I
ラ
グ
・
ラ
l
ム
(
ω
ω
F
m
H
N
E
C
、
ダ
l
ナ
ッ
ト
・
ラ
l
イ
l
の
息
子
パ

y

ラ
ブ
・
ダ
l
ス
(
回
国
F
F
U
曲
。
で
あ

(

紅

〉
る
。
な
お
、

金
融
商
人
公
Z
ど
の
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
ダ
l
ナ
γ
ト
・
ラ
1
イ
I
(
U
E
忠
岡
山
曲
。
、

ラ
チ
マ
ン

-
eタ
l

こ
れ
に
先
立
つ

S
・
一
入
=
一
九
(
〉
ロ
・
可
思
〉
年
、

ダ
1
ナ
ッ
ト

・ラ

I
イ
!
と
ラ
チ
マ
ン

・
ダ
l
ス
は
、
一
商
一
貰
仲
間
と
考
え

ら
れ
る
ナ
ン
ド
・
ラ
l
ル

(zgιc-)
お
よ
び
チ
ュ
ッ
ト
ラ
・
ブ
l
ジ

((urc門
岡
田

切

E
」
)
と
と
も
に
、

ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
郡
の
都
城
ナ
l
ン
タ
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ビ
l
ガ
!
の
土
地
を
興
え
ら
れ
て
い
る
。

(

辺

)

し
て
行
者
(
色
。
を
置
い
て
い
る
。

-
(
Z白
星
陪
〉
の
公
園

(gm〉
に
タ
ン
ク
(
同

5
3
を
建
設
し
て
行
者

(
E
C
を
置
き
、

同
年
か
れ
ら
は
、

そ
の
扶
持
に
園
家
か
ら
郊
村
サ
ガ
ッ
ト
プ
ラ
に
二

O

同
じ
郡
の
ア
l
ワ
リ
l
(
〉

3
-
C
村
に
も
タ
ン
ク
を
建
設
し
、

ま
た
寺
を
建
立

ダ
l
ナ
ッ
ト

・
ラ
l
イ
!
と
ラ
チ
マ

ン
・
ダ
l
ス
の
名
前
は
嘗
時
の
史
料
に
頻
出
し
て
い
る
の
で
、

tJ 



か
れ
ら
は
現
北
部
州

(
C
・
句
)
の
ム
ホ

l
パ
(
玄
白
7
0
Z
)

の
出
身
で
あ
る
が
、

ず
れ
も
シ
ャ

l
の
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
祖
父
ゴ

l
ピ
i
ナ
l
ト
(
の
0
1
E門
ご
と
父
ハ
ル
ナ

l
ト
(
同
R
E
P〉
、
バ
ッ
ラ
プ
・
ダ

l
ス
か
ら
す
れ
ば

曾
祖
父
お
よ
び
祖
父
の
名
前
と
と
も
に
記
さ
れ
、
そ
の
血
縁
関
係
を
明
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
、
か
れ
ら
一
族
の
コ

l
タ
I
在

住
は
か
な
り
古
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
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な
り
著
名
か
つ
富
絡
な
一商
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し、

と
こ
ろ
で
、
さ
き
の
市
場
村
大
ラ

l
ム
ガ
ン
ジ
が
存
在
す
る
バ

l
ン
ス
ト
ゥ

l
ニ

l
郷
に
は
、
他
に
二
つ
の
市
場
村
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に

み
て
き
た
が
、
こ
の
狭
い
地
域
に
市
場
村
が
三
つ
も
形
成
・
建
設
さ
れ
て
く
る
背
景
に
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
ら
三
つ
の
市
場
村
の
形
成
と
設
展
の
過
程
な
ら
び
に
新
村
の
建
設
朕
況
な
ど
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

SI. ， I r ~ &¥ L 

※太線内がノミーンストゥーニー CBansthuni)郷

※語軍部分は、市場村(町)、 都城、 城塞 (その名

務については本文の関係箇所を参照〉
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園
版

3
は

一
九
六
一
年
の
「
セ
ン
サ

ス
・
ア
ト
ラ
ス
」
の
現
キ
ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ

- 74ー

郡
か
ら
醤
パ

l
ン
ス
ト
ゥ

l
=
l
郷
の
部
分

を
鎖
大
し
て
示
し
た
も
の
で
、
太
線
で
圏
ん

だ
部
分
が
そ
の
地
域
に
あ
た
る
。
な
お

C々

き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
ラ

l
ム
ガ
ン
ジ
は

今
日
キ
ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
に
、

「
小
」
ラ
l

ム
ガ
ン
ジ
は
ラ

l
ム
ガ
ン
ジ
に
名
稿
が
襲
つ

て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
市
場
村
に
つ
い
て
、
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
潔
に
ま
と
め
る

vζ 

ま
ず
市
場
村
チ
ャ
ッ
タ
ル
ガ
ン
ジ
(
村



番
挽
一
七

O
〉
は
、

ダ

l
パ
ル
村
か
ら
護
展
し
た
も
の
で
、

s
・
一
八
五

O
(〉・
0
・H

這
ω
)
年
に
市
場
村
に
な
っ
た
こ
と
、

同
じ
ラ

l
ム
ガ
ン

ジ
の
名
稽
を
も
っ
大
小
の
市
場
村
は
、
と
も
に

S
-
一
八
八
八
(
〉
-
U
-
H
S
C
年
に
建
設
さ
れ
た
が
、

そ
の
土
地
は
小
ラ

I
ム
ガ
ン
ジ
(
同

四
五
)
が
ビ
ラ

l
ス
村
(
同
一
四
六
)
か
ら
、

(同一

O
八
〉
の
二
箇
村
か
ら
得
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

大
ラ

l
ム
ガ
ン
ジ
(
同
一

O
七
)
は
ラ

1
ニ

l

・
バ
ロ

1
ド
村
(
同
一

O
四
)
と
デ
ィ

l
ロ
l
ド
村

市
場
村
大
ラ

l
ム
ガ
ン
ジ
は
、
建
設
さ
れ
た
嘗
時
の
領
域
は
三
、
八
一
四
ビ

1
ガ
ー
で
あ
っ
た
が、

s
・
一
八
九
ニ
(
〉
-U-H
∞ω
印
)
年
に

は
九
、
三
三

O
ピ
l
ガ
!
と
な
り
、
大
き
く
接
大
し
て
い
る
。
園
版
3
は
今
日
の
地
固
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
建
設
さ
れ
た
嘗
時
の
お
お
よ
そ

の
領
域
、

つ
ま
り
村
と
村
の
位
置
閥
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
市
場
村
大
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ
の
南
に
熔
接
す
る
ラ
l
ラ

1
プ
ラ
村
(
同
一
一
一
)

は

S
-
一
八
六
四
(
〉
・ロ
-H
8
3
年
カ
l
ム
タ
l
村
(
同
二

O
〉
か
ら
分
離
・
濁
立
し
て
い
る
か
ら
、

カ
l
ム
タ
l
村
の
も
と
も
と
の
領

域
は
こ
の
ラ
l
ラ
l
プ
ラ
村
を
ふ
く
む
地
域
で
、

大
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ
に
郷
接
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
時
黙
で
は
こ
の
市
場
村
は
生

し
た
が
っ
て
、

- 75ー

ま
れ
て
い
な
い
か
ら
、
デ
ィ

l
ロ
l
ド
村
〈
同
一

O
八
)
と
境
を
接
し
て
い
た
。

(〉
-
U
-
H
8
0〉
年
こ
の
郷
の
行
政
府
の
お
か
れ
て
い
る
都
城
バ

I
ン
ス
ト
ゥ
l
ニ

l
(
同
一
=
一
)
か
ら
生
ま
れ
た
村
で
あ
る
。

こ
の
大
ラ

1
ム
ガ
ン
ジ
が
建
設
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
東
側
は
全
面
が
こ
の
都
城
と
都
り
合
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た

ヒ
l
ラ
l
プ
ル
村
(
同
一

O
六
)
は
、

S
-
一
九

O
七

こ
の
市
場
村
の
領
域
的
援
大
は
、
そ
の
土
地
の
か
な
り
の
部
分
を
か
つ
て
母
村
で
あ
司
た
ラ
l
ニ

l

・
バ
ロ

l
ド
村
(
同
一

O
四
)
か
ら
得

た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
キ
ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
に
名
稽
を
襲
え
、
今
日
で
は
か
つ
て
の
パ
l
ン
ス
ト
ゥ

I
ニ

1
郷
よ
り
も
は
る
か
に
康
い
キ
ッ

シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
郡
の
郡
都
に
な
っ
て
い
る
。

市
場
村
小
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ
(
同
一
四
五
〉
は
、

名
前
の
紛
ら
わ
し
い
大
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ
が
今
日
で
は
郡
都
キ
ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
に
な
り
、
互

い
に
大
小
で
匝
別
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
市
場
村
ラ
l
ム
ガ
ン
ジ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
市
場
村
も
母
村
ビ
ラ
l
ス
(
同
一
四
六
)

か
ら
わ
ず
か

一
、
九
四
四
ピ

1
ガ
l
の
土
地
を
得
て
建
設
さ
れ
た
が
、

s
・
一
八
九
二
(
〉
-
U
-
H
g印
)
年
に
は
そ
の
領
域
を
七
、

四
八
六
ピ

619 

ー
ガ

1
に
蹟
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
そ
の
護
展
は
鈍
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
園
版
3
で
み
る
と
そ
の
領
域
は
縮
小
し
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て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

市
場
村
チ
ャ
ッ
タ
ル
ガ
ン
ジ
(
同
一
七
O
)
は
ダ
1
バ
ル
村
か
ら
の
護
展
で
あ
る
。

七
、
七
六
四
ビ

l
ガ
!
と
い
う
庚
大
な
領
域
を
も
っ
て
い
た
が
、
九

O
年
後
の

S
・
一
八
六
四
(
〉
・

0
・
5
0
3
年
に
は
三
、

と
そ
の
領
域
を
牟
分
以
下
に
狭
め
て
い
る
。
し
か
し
、
固
版
3
で
見
る
と
そ
の
領
域
は
康
く
、
十
九
世
紀
後
牢
以
降
に
抜
大
し
た
の
で
あ
ろ
う

S
-
一
九

O
九
(
〉
-
U
H
g
N
)
年
に
は
新
村
ド
l
ラ
ッ
ト
プ
ル
を
建
設
し
、
郷
接
す
る
城
塞
ナ

l
ハ
ル
ガ
ル

(
ο
2
5
2与
民
間
俗
芸
)

s
・
一
七
七
四
(
〉
・
ロ
ロ
』
吋
)
年
の
「
検
地
」
で
は
、

一
四
九
ビ

l
ガ
l

か
。
な
お
、

(
同
一
七
二
〉
か
ら
村
落
の
導
師
(
聞
き
口
問
E
E
)
二
人
を
招
い
て
い
る
。

な
お

こ
の
新
村
の
名
は
園
版
3
に
は
み
ら
れ
ず
、

ま
た

S
・
一
九

一
二
(
〉
-
U
-
H
8
3
年
の
記
録
に
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
再
び
こ
の
市
場
村
に
吸
牧
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
市
場
村
大
ラ

l
ム
ガ
ン
ジ
は
、
都
城
バ

l
ン
ス
ト
ゥ

l
ニ

I
に
郷
接
し
て
い
る
こ
と
、
市
場
村
小
ラ

l
ム
ガ
ン
ジ
の
母
村
ビ
ラ

l
ス

(
同
一
四
六
)
は
、
こ
の
時
期
に
都
城
と
な
っ
た
城
塞
パ
ン
ワ
ル
ガ
ル

(
0
8
Z
∞Z
ロ
耳目同宮
H
Y
)
(

同
一
二
三
)
と
そ
の
北
側
で
境
を
接
し
て
い
る

こ
と
、
市
場
村
チ
ャ
ッ
タ
ル
ガ
ン
ジ
は
、
そ
の
東
側
で
城
塞
ナ
l

ハ
ル
ガ
ル

(
0
8
Z
Z与
問
宮
子
)
(
同
一
七
一
一
〉
に
接
し
、

そ
の
西
側
に
は
、

- 76ー

村
を
一
つ
越
え
て
こ
の
時
期
に
都
城
と
な
?
た
ジ
ャ
ル
ワ

I
ラ
l

(
同
二
ハ
二
)
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
の
城
塞
や
都
城
の
存
在
は
、
市
場

村
の
形
成
・
建
設
と
の
闘
係
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

さ
て
、
バ

l
ン
ス
ト
ゥ

1
ニ

l
郷
の
新
村
は
、
ど
の
よ
う
な
出
現
の
過
程
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
郷
の

S
-
一
七
八

一
(
〉
・0
・ロ
N
C
年
か
ら
S
・
一
九
一
一
一
(
〉
・
ロ
-
H
g
S
年
ま
で
の

タ
ク
ス
ィ

l
ム
文
書
の
う
ち
、

い
く
つ
か
の
年
度
を
と
っ
て
そ
こ
に
記

載
さ
れ
て
い
る
村
を

「
セ
ン

サ
ス

・
ア
ト
ラ
ス
」
の
キ
ッ
シ
ャ
ン
ガ
ン
ジ
郡
の
地
圃
の
該
首
箇
所
に
マ
ー
ク
し
、

地
圃
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
み

た
。
こ
こ
で
は
園
版
3
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

S
-
一
七
八
一
年
の
タ
ク
ス
ィ

l
ム
文
書
に
は
み
ら
れ
な
い
、

つ
ま
り
こ
の
嘗
時
ま

だ
出
現
し
て
い
な
い
村
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
村
番
競
一

O
六、

一O
七、

の
村
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
村
の
う
ち
、
村
番
披
一
三
八
の
ク

l
ン
デ
ィ

l

(関

DOE-)
村
を
除
く
す
べ
て
の
村
は
、

ス
ィ

l
ム
文
書
の
な
か
に
そ
の
名
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
郷
の
中
央
部
に
あ
る
村
番
統
一
三

O
蓋
前
後
の
村
は
、
そ
の
村

一
三
八、

一
四
三
、

一
四
五

一
六

S
-
一
九
一
二
年
の
タ
ク



域
は
き
わ
め
て
小
さ
い
が
、
す
べ
て

S
・
一
七
八
一
年
ま
で
に
出
現
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、

ハ

1
ル
バ
テ
ィ

(
3司

E
Z〉
川
に
沿
っ
た
こ

の
地
域
が
肥
沃
で
農
業
生
産
力
が
高
く
、
早
く
か
ら
開
裂
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
き
の
グ
l
ン
デ
ィ

1
村
を
除
き
、
十
九
世
紀
半
ば
に
は
今
日
そ
の
名
を
み
る
村
が
す
べ
て
出
揃
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
ま
で
に
開

墾
一
、
開
費
、
新
村
の
建
設
と
い
う
生
産
力
の
外
延
的
護
展
が
一
つ
の
ピ
l
ク
に
達
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
郡
郷
に
よ
っ
て

そ
の
時
期
に
は
若
干
の
ズ
レ
は
あ
る
が
、
以
上
の
貼
は
都
城
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
と
そ
の
周
遣
の
村
、
都
城
パ
ー
ラ
ー
ン
と
そ
の
周
過
の
村
な
ど
は

既
に
見
た
通
り
で
あ
り
、

さ
き
の
市
場
村
ガ
ネ

1
シ
ュ
ガ
ン
ジ
を
も
っ
イ
タ

I
ワ
l
郡
や
そ
の
歳
市
(
白
色
白
)
で
有
名
な
チ
ャ

1
ン
ド
ケ
l
リ

1
村
を
鄭
り
に
も
つ
都
城
カ
l
ン
プ
ル
の
カ

I
ン
プ
ル
郷
で
も
同
様
で
あ
る
。

は
、
こ
う
し
た
農
業
生
産
力
の
瑳
展
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

嘗
時
の
市
場
村
(
町
)
の
形
成
と
建
設
、
そ
の
護
展
の
背
後
に

そ
れ
で
は
、
と
う
し
た
市
場
村
〈
町
)
の
形
成
・
建
設
と
そ
の
護
展
、

の
郡
郷
の
都
城
と
の
閥
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
市
場
村
(
町
〉
の
形
成
や
建
設
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
し
い
都

城
の
形
成
も
ま
た
、
農
業
生
産
力
の
護
展
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
市
場
村
(
町
)

同
時
期
に
形
成
さ
れ
て
く
る
都
城
と
郡
都
に
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ま
で

- 77ー

と
こ
れ
ま
で
の
奮
い
都
城
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。

新
し
く
市
場
村
(
町
)
と
し
て
形
成
・
建
設
さ
れ
て
く
る
村
は
、
そ
の
多
く
が
奮
い
都
城
の
分
村
か
ら
の
設
展
か
、
ま
た
は
都
城
か
ら
土
地

の
一
部
を
得
て
、
あ
る
い
は
ま
た
都
城
に
鄭
接
し
て
建
設
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
既
に
た
び
た
び
言
及
し
て
き
た

(

お

)

都
城
カ
l
ン
プ
ル
に
鄭
接
し
、
歳
市
で
有
名
な
市
場
村
チ
ャ
l
ン
ド
ケ
l
リ

I
(
の
E
E
5
2
C
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
村
は
市
場
村
と
い
っ
て
も
、
村
名
の
語
尾
に
「

mgど
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
形
成
は
十
七
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
村
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
は
嘗
時
の
史
料
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
都
接
す
る
都
城
カ
I
ン
プ
ル
と
の
位

置
閥
係
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
都
城
カ
l
ン
プ
ル
の
分
村
か
ら
市
場
村
へ
と
護
展
し
た
か
、
あ
る
い
は
都
城
カ
l
ン
プ
ル
か
ら
土
地
を
得
て
建

621 

設
さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
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都
城
で
は
一
般
に
週
市
が
聞
か
れ
て
お
り
、

な
か
に
は
歳
市
を
開
催
す
る
都
城
も
あ
っ
た
。

都
城
は
こ
う
い
っ
た
市
(
い
ち
)
と
寺
院
と
の

深
い
結
び
つ
き
を
は
じ
め
、
人
々
の
出
舎
い
と
寺
院
へ
の
参
拝
な
ら
び
に
遠
近
を
問
わ
ず
一
商
人
や
生
産
者
た
ち
の
出
舎
い
と
一
商
品
の
生
産
と
交

換
、
買
買
の
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
チ
ャ

1
ン
ド
ケ

1
リ
i
村
が
郷
り
の
都
城
カ
l
ン
プ
ル
を
さ
し
お
い
て
歳
市
を
聞
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
村
が
都
城
カ

l
ン
プ
ル
の
都
市
(
都
城
〉
的
機
能
、
経
済
的
機
能
を
代
行
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

プ
ル
が
都
城
と
し
て
の
機
能
と
そ
の
護
展
に
お
い
て
、
そ
の
限
界
に
達
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
た

都
城
カ
l
ン

既
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
ま
で
に
王
都
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
(
コ
i
タ

i
〉、

都
城
デ
ィ
l
ゴ

l
ド
、
都
城
パ
ー
ラ
ー
ン
な
ど
は
、

こ
の
こ
と
は
そ
の
都
市
(
都
減
〉
的
機
能
と
そ

質
質
的
に
は
分
村
を
創
出
し
、
新
村
と
し
て
分
離
・
濁
立
さ
せ
て
ゆ
く
活
動
を
終
え
て
い
た
。

の
設
展
が
、
こ
れ
ま
で
の
都
城
域
の
枠
組
み
の
な
か
で
展
開
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
、

そ
の
打
開
の
方
向
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、
都
城
域
に
形
成
・
建
設
さ
れ
て
く
る
市
場
村
(
町
)
で
あ
り
、

す
る
新
し
い
都
城
の
出
現
で
あ
司
た
。

蓄
来
の
都
城
に
か
わ
っ
て
、
新
村
の
創
出
活
動
を
展
開

- 78ー

王
都
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
(
コ
l
タ

l
)

に
し
て
も
、

す
で
に

S
・
一
七
七
二
(
〉
・

0
・
見
広
)
年
ナ
l
ト
ド
ク
ワ
l
ラ
l
(
Z巳
E
者
向
田
〉
の
町
に

あ
る
著
名
な
シ
ュ
リ
1

・
ナ
l
ト
・
ジ
l
g
r
ユ
Z
包
r
』

H
)

寺
院
に
劃
し
て
、

〈

担

〉

地
租
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
は
寺
院
領
と
し
て
、
他
方
で
は
護
展
の
払
跡
地
の
な
い
狭
い
都
城
壁
の
な
か
で
、
新
し
い
生
産
力
の
展
開
に

ど
う
針
鷹
し
て
ゆ
く
か
が
、
嘗
時
都
城
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
の
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
十
九
世
紀
初
め
に
形
成
さ
れ
た

コ
l
タ

I
の
名
を
聖
地
ナ
ン
ド
ガ
オ
ン
名
へ
と
獲
更
し
、
そ
の

都
城
ラ
l
ム
プ
ラ
(
何
回
ヨ
司
R
と、

さ
き
に
見
た
市
場
村
ド
l
ラ
ッ
ト
ガ
ン
ジ
な
ら
び
に
市
場
村
ウ
メ
ッ
ド
ガ
ン
ジ
は
、

い
ず
れ
も
こ
の
王
都
の

目
と
鼻
の
先
に
形
成
・
建
設
さ
れ
て
い
る
。
市
場
村
ウ
メ
ッ
ド
ガ
ン
ジ
は
、
瞬
く
聞
に
歳
市
で
著
名
に
な
り
、

王
都
の
機
能
を
奪
っ
て
い
る
。

(
お
)

こ
れ
ら
の
市
場
村
(
町
)
と
都
城
は
、
今
日
い
ず
れ
も
コ
l
タ

l
市
の
都
市
域

(
F
Zロ
〉
円

g
丘
町
ハ
♀
る
の
な
か
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
も
ま
た
コ
l
タ
l
の
都
市
(
都
城
〉
と
し
て
の
新
し
い
、

か
つ
護
展
の
別
の
形
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。



む

す

び

十
七
世
紀
(
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
)
か
ら
す
で
に
郡
都
で
あ
っ
た
都
城
は
、

十
八
世
紀
を
通
じ
て
分
村
を
生
み
、
新
村
を
誕
生
さ
せ
て
い
っ
た

が
、
そ
の
活
動
も
十
九
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
女
第
に
鈍
く
な
り
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
こ
れ
と
競
合
す
る
か
の
よ
う
に
、
新
た
に
都
城
あ
る
い

は
「
∞

gど
の
語
尾
を
も
っ
た
市
場
町
(
村
〉
が
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
み
た
。
新
し
い
都
城
は
、
そ
の
大
部
分
が
こ
れ
ま
で
の
村
(
本
村
あ

る
い
は
分
村
)
の
成
長
、
護
展
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
市
場
町
(
村
)
の
形
成
も
ま
た
そ
う
し
た
村
か
ら
の
護
展
に
よ
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、

れ
と
並
ん
で
既
存
の
村
、
と
り
わ
け
複
数
の
村
か
ら
土
地
を
得
て
市
場
町
(
村
)
と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

そ

こ
う
し
た
新
し
い
都
城
の
形
成
や
市
場
町
(
村
)
の
建
設
、

〈
沼
山
)

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
か
で
も
、
市
場
町
(
村
〉
の
成
立
が
、
奮
来
の
都
城
の
分
村
か
ら
成
長
、
震
展
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ

の
郷
接
地
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
奮
来
の
都
城
が
嘗
時
の
経
済
的
、
社
舎
的
護
展
を
支
え
き
れ
ず
、
都
城
と
し
て
の
護
展
が

そ
の
限
界
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
如
賓
に
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
動
き
が
、
ま
た
新
し
い
都
城
の
出
現
を
促
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
を
終
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
奮
来
の
都
城
が
そ
の
護

そ
の
内
部
構
造
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
か
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

設
展
が
、
首
時
の
経
済
的
、
祉
曾
的
護
展
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

-79 -

展
の
限
界
に
達
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

展
開
さ
れ
て
き
た
新
蓄
の
都
城
に
よ
る
新
村
の
創
出
活
動
や
既
存
の
村
か
ら
土
地
を
得
て
の
新
村
の
建
設
と
い
っ
た
活
動
が
、
十
九
世
紀
中
葉

ま
で
に
ほ
ぼ
終
了
し
て
い
る
こ
と
は
、
農
業
生
産
力
の
外
延
的
設
展
が
そ
の
ピ

l
ク
に
達
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二

の
課
題
は
こ
う
し
た
経
済
的
護
展
を
前
提
に
し
た
場
合
、
こ
れ
に
つ
づ
く
イ
ギ
リ
ス
支
配
下
で
の
イ
ン
ド
経
済
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
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of this paper is to show ａ series of cases of succession to the right of

administration of ａ waqf, which offers some hints to solve the problems

mentioned above.

　　

A11 these cases had been brought many times between 1253 and 1352

by the members of the ‘Asrun family, who belonged to the Sh託‘ｉ madhhab

in Damascus, and had been judged under many qadis, who belonged to

the different madhhabs. Qadi al-qudat al-hanafi al-TarsusI (d. 1357) noted

and tried to explain about these cases in his work al-Ｆａtａｗａ　al-Υａｒｓｕｓｉｙａ.

　　

From these cases which he wrote in his work, we see the followings:

　　

1)Ｑ呻s judged the cases based on the theory of their own madhhabs.

０ｆ course they sometimes judged them within their own discretion.

　　

2) It is certain that there seemed to be superiority between the madh-

habs, but there was no superiority between the judgements based on the

madhhabs.

　　

3)The difference of the madhhabs which qadis belonged to is not the

factor that hindered them from disposing of the cases.

　　

4) There was no relation between the madhhabs which the party sｕp･

ported and those the ｑa(μbelonged to. In the cases that we have seen. the

members of the 'Asrun family chose the different madhhabs at every

time.

　

One reason for this may be that the party chose the q呵i who

would pass a desirable judgement for the party's own.

THE FORMATION OF TOWNS （ＱＡＳＢＡＳ）ＡＮＤMARKET

　　　

ＴＯＷＮＳ（ＯＲVILLAGES) IN NORTH INDIA,

　　　　　　　　　　　

A. D.1650～1850

Sato Masanori

　　

The towns (qasbas) under the Mughals were the state capitals and

countyひαΓｇα7zα) headquarters in the states of Rajasthan and in the state

of Kota in particular. These towns later became the centre of commerce

and crafts as well. Besides these towns, ａ lot of new towns and market

towns (villages) with a sｕ伍χｏ£“ｇａｎｉ”(market) came to appear in the

- ２－



Kota State from the latterhalf of the 18th century according to the contem-

porary Rajasthani revenue records preserved at the Rajasthan State Ar-

chives, Bikaner, India｡

　　

New towns evolved generally from very big villages on their way to

which created several small villages（ｄａｋＵｌ)and made most of them

independent (α∫li),and continued the same process even some time after

their formation. Most of these towns were commercial and / or industrial

in their character｡

　　

０ｎ the other hand, market towns (or villages) were either estab-

lished very near an old town bｙ夕'atels(village headmen), merchants or

the state by acquiring lands from its neighbouring villages,or they

developed from ａ small village that was attached to an old town｡

　　

Thus the formation of new towns and market towns （ｏｒvillages)

denotes clearlythat old towns of Kota region had already attainedthe peak

of their commercial and / or industrial activityaround the middle part of

the 18th century and had no capacity of further development within their

ｅχistingframework of economic and social　organisation.　However, it

seems that up to the middle part of the 19th century, the activity of

establishingnew villages had almost stopped, and they had to adopt some

new methods of agricultural and industrial production to realize further

the economic development of this region｡

　　

The economic and social structure of towns and market towns (vil-

lages) not discussed here is left asａ topic to be studied later.

　

ＡPRELIMINARY ESSAY ON POLITICAL STRUCTURE

IN SUNG CHINA―TAKING YI 議AND ＤＵＩ對ASCLUES―

HiRATA Shigeki

　　

This article analyzes yi and dui which p!ayed important roles in

decision of policies and ｅχistedoutside the process from design to enforce-

ment of policies, carried out in three departments, that is, Department of

Secretariat (中書省Zhong Shu Sheng), of Chancellery （門下省Men Xia
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